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み
ん
な
で
支
え
合
う

介
護
保
険
制
度

　

介
護
保
険
制
度
は
、
介
護
が
必
要
な

高
齢
者
を
社
会
全
体
で
支
え
合
う
制
度

で
す
。
介
護
保
険
の
運
営
に
必
要
な
財

源
は
、
約
半
分
を
40
歳
以
上
の
人
が
負

担
す
る
保
険
料
で
、
残
り
半
分
を
公
費

で
賄
っ
て
い
ま
す
。

　

保
険
料
は
、
介
護
が
必
要
と
な
っ
た

人
が
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
と

き
に
使
わ
れ
ま
す
。
誰
も
が
安
心
し
て

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
、

保
険
料
の
納
付
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

65
歳
以
上
の
人
の
令
和
３
年
度
介
護

保
険
料
納
付
額
は
、
６
月
中
旬
に
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

世
帯
全
員
の
収
入
額
が
表
２
の
基
準

以
下

▼�

世
帯
１
人
当
た
り
の
令
和
２
年
中
の

収
入
額
が
老
齢
福
祉
年
金
相
当
額
の

40
万
５
０
０
円
以
下

５
月
６
日
㈭
か
ら
申
請
受
け
付
け

　

軽
減
の
基
準
に
当
て
は
ま
る
と
思
わ

れ
る
人
は
、
介
護
高
齢
福
祉
課
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
期
間
を
過
ぎ
て
も
随

時
受
け
付
け
ま
す
が
、
期
間
内
に
申
請

し
て
軽
減
が
認
め
ら
れ
る
と
、
６
月
中

旬
に
お
知
ら
せ
す
る
保
険
料
が
軽
減
後

の
額
に
な
り
ま
す
。

　

令
和
２
年
度
に
軽
減
が
認
め
ら
れ
た

人
に
は
、
受
付
開
始
日
前
に
申
請
書
類

を
送
付
し
ま
す
。

介
護
保
険
料
の
軽
減
申
請
の

受
け
付
け

軽
減
の
対
象
者

　

預
貯
金
な
ど
の
資
産
を
活
用
し
て
も

な
お
生
活
が
困
難
な
人
で
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
で
す
。

▼�

令
和
３
年
度
の
保
険
料
段
階
※
が
表

１
の
第
２
段
階
か
ら
第
５
段
階
に
な

る
見
込
み
の
人
で
、
令
和
２
年
中
の

　

新
た
に
申
請
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か

じ
め
介
護
高
齢
福
祉
課
総
務
・
保
険
料

係
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
事
情
を

お
伺
い
し
た
上
で
、
申
請
書
な
ど
を
送

付
し
ま
す
。
感
染
症
拡
大
防
止
の
観
点

か
ら
、
郵
送
に
よ
る
申
請
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

受
付
日
時

　

５
月
６
日
㈭
～
14
日
㈮
、
８
時
45
分

～
17
時
30
分
（
土
・
日
曜
日
は
除
く
）

場
所

　

介
護
高
齢
福
祉
課
（
市
庁
舎
１
階
）

申
請
に
必
要
な
も
の

　

令
和
２
年
１
月
～
12
月
の
世
帯
全
員

の
収
入
額
が
分
か
る
書
類
（
令
和
２
年

分
の
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票
、

遺
族
・
障
害
年
金
振
込
通
知
書
な
ど
）

特
別
な
事
情
で
保
険
料
の

支
払
い
が
困
難
な
場
合

　

介
護
保
険
に
は
、
保
険
料
の
減
免
と

徴
収
猶
予
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

災
害
や
失
業
な
ど
で
著
し
い
収
入
の

減
少
が
あ
り
、
一
時
的
に
保
険
料
が
納

め
ら
れ
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
早
め
に

介
護
高
齢
福
祉
課
総
務
・
保
険
料
係（
減

免
）、
収
納
課
（
徴
収
猶
予
）
へ
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
者

　

第
１
号
被
保
険
者
本
人
か
世
帯
の
生

計
を
主
と
し
て
維
持
し
て
い
る
人
が
、

次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
場
合
。

▼�

災
害
や
火
災
な
ど
で
家
財
に
著
し
い

損
害
を
受
け
た
と
き

▼�

死
亡
や
心
身
障
害
、
３
カ
月
以
上
の

長
期
入
院
に
よ
る
著
し
い
収
入
減
少

が
あ
っ
た
と
き

▼�

事
業
の
休
廃
業
や
損
失
、
失
業
に
よ

り
著
し
い
収
入
減
少
が
あ
っ
た
と
き

▼�

冷
害
な
ど
で
農
作
物
が
不
作
に
な
り

著
し
い
収
入
減
少
が
あ
っ
た
と
き

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
な
ど
の

軽
減
申
請

　

表
３
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

場
合
、
同
表
の
「
軽
減
さ
れ
る
た
め
の

条
件
」
に
す
べ
て
当
て
は
ま
る
人
は
、

申
請
す
る
と
利
用
料
な
ど
が
軽
減
さ
れ

る
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
利
用
者
負

担
軽
減
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
細
は
、
介
護
高
齢
福
祉
課
介
護
認

定
給
付
係
か
担
当
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、

介
護
保
険
施
設
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

申
請
に
必
要
な
も
の

①�

世
帯
全
員
の
平
成
31
年
１
月
～
令

和
元
年
12
月
の
収
入
が
分
か
る
書

類
（
令
和
元
年
分
の
公
的
年
金
な
ど

の
源
泉
徴
収
票
、
遺
族
・
障
害
年
金
、

恩
給
の
振
込
通
知
書
な
ど
）

②�

世
帯
全
員
の
預
金
通
帳
（
平
成
31
年

１
月
～
提
出
月
ま
で
の
内
容
が
記
帳

さ
れ
て
い
る
も
の
）、
有
価
証
券
な

ど

介
護
保
険
料
な
ど
を
軽
減

５
月
６
日
㈭
か
ら
軽
減
申
請
の
受
け
付
け
を
開
始

　
所
得
が
少
な
く
介
護
保
険
料
な
ど
の
支
払
い
が
困
難
な
65
歳
以
上
（
第
１
号
被
保
険
者
）
の
人
を
対
象
に
し
た
、
帯
広
市
独

自
の
軽
減
制
度
が
あ
り
ま
す
。

介
護
高
齢
福
祉
課
（
市
庁
舎
１
階
、
介
護
保
険
料
の
軽
減
・
減
免
は
総
務
・
保
険
料
係
、
☎
65
・
４
１
５
０
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
は
介
護
認
定
給
付
係
、
☎
65
・
４
１
５
１
）、
介
護
保
険
料
の
納
付
相
談
・
徴
収
猶
予
は
収
納
課
（
市

庁
舎
２
階
、
☎
65
・
４
１
２
８
／
４
１
２
９
／
４
１
２
６
）

問
い
合
わ
せ

※�

令
和
３
年
度
の
保
険
料
段
階
が
決

定
す
る
の
は
、
市
民
税
の
賦
課
状

況
が
確
定
す
る
６
月
で
す
。
受
付

期
間
内
に
は
保
険
料
段
階
が
確
定

し
て
い
な
い
の
で
、
見
込
み
で
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

・�上記「合計所得金額」は、税法上の合計所得金額から「分離譲渡所得の特別控除」「低
未利用土地の長期譲渡所得の特別控除」「公的年金等に係る雑所得」などを差し引い
たものです。
・�世帯状況は、毎年４月１日時点（年度途中に65歳になる人、市外から転入された人は
その時点）が基準となります。
・第５段階を越え、第６段階以上（本人課税）の人は該当しません。

表１　保険料段階別の対象者と軽減対象者
所得段階 対象者 軽減が該当になる場合

第１
段階

本
人
が
市
町
村
民
税
非
課
税

世
帯
全
員
が
非
課
税

老齢福祉年金受給者または生活保護受給者 世帯１人当たりの前年
収入額が老齢福祉年金
相当額の40万500円以
下本人の前年の合計所得金額と課税年金収入

額の合計が80万円以下の人

第２
段階

本人の前年の合計所得金額と課税年金収入
額の合計が80万円を超え120万円以下の人

表２の合計収入の基準
に該当するか、世帯１
人当たりの前年収入額
が老齢福祉年金相当額
の40万500円以下

第３
段階

本人の前年の合計所得金額と課税年金収入
額の合計が120万円を超える人

第４
段階

世
帯
員
の
い
ず
れ
か
が
課
税

本人の前年の合計所得金額と課税年金収入
額の合計が80万円以下の人

第５
段階

本人の前年の合計所得金額と課税年金収入
額の合計が80万円を超える人

表２　世帯全員の合計収入の基準

・資産などにより軽減に該当しない場合があります。

世帯区分 令和２年中の収入

単身世帯 130万円以下（入院か介護保険施設に入所している場合は110万円以下）

２人世帯 190万円以下

その他の世帯 上記に１人増えるごとに60万円を加えた額以下

表３　利用料などの軽減制度

軽減されるサービス 利用者負担分から
軽減される割合など 軽減されるための条件

１　在宅サービスの利用者負担軽減
○訪問介護・通所介護
○訪問入浴介護・訪問看護
○（介護予防）訪問リハ・通所リハ
○（　 〃 　）認知症対応型通所介護
○（　 〃 　）小規模多機能型居宅介護
○（　 〃 　）短期入所生活介護
○（　 〃 　）短期入所療養介護
○夜間対応型訪問介護
○�定期巡回・随時対応型訪問介護看護
○看護小規模多機能型居宅介護
○�総合事業によるサービスのうち、訪
問介護、通所介護、てだすけサービス、
つながりサービス

50％

＝内容＝
・利用料　
・食費　　
・滞在費　

①�世帯全員が市町村民
税非課税

②�年間収入が単身世帯
で150万円以下

　�（※世帯１人増えるご
とにプラス50万円）

③�預貯金の額が単身世
帯で350万円以下

　�（※世帯１人増えるご
とにプラス100万円）

④�日常生活に供する資
産以外の資産を有し
ていない

⑤�負担能力のある親族
などに扶養されてい
ない

⑥�介護保険料を滞納し
ていない

２　�施設サービスの利用者負担軽減
○�介護老人福祉施設
○地域密着型介護老人福祉施設

25％または
50％

☆�利用者の収入の状
況により軽減率が
決定します。

３　生活保護受給者の利用者負担軽減
○介護老人福祉施設
○地域密着型介護老人福祉施設
○（介護予防）短期入所生活介護
○（　 〃 　）小規模多機能型居宅介護
○看護小規模多機能型居宅介護

50％または
100％

☆�利用する施設により
割合が異なります。

生活保護受給者

詐欺に注意！　帯広市の職員を名乗る男性から「介護保険料の過払い分を還付するので、スーパーのATMへ行きなさい」と連絡を受け、現金を振り込んでし
まう詐欺被害が発生しました。市の職員がATMの操作を連絡することは絶対にありません。電話を受けた場合はすぐに切り、家族や警察署に相談してください。


